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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）ハスエキスと、（Ｂ）トリポリヒドロキシステアリン酸ジペンタエリスリチルと
、を含む経皮投与用組成物。
【請求項２】
　前記（Ａ）ハスエキスがハス胚芽エキスである、請求項１に記載の経皮投与用組成物。
【請求項３】
　肌の透明感、肌の弾力、及び肌の柔らかさからなる群から選択される１種以上を改善す
るためのものである、請求項１又は２に記載の経皮投与組成物。
【請求項４】
　化粧料（ただし、医薬部外品を含む）である、請求項１～３のいずれか１項に記載の経
皮投与用組成物。 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、肌の透明感、柔らかさを改善するハスエキス及び油性成分からなる経皮投与
用組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　年を経るごとに肌の弾力性や張りは徐々に失われていき、また、色素沈着を起こし、く
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すみの増加による色調変化も生じる。肌の老化による肌状態の悪化は、人に与える印象を
大きく変えるため、肌の改善を期待し、様々な皮膚外用剤、とりわけ、化粧料への関心は
高く、様々な研究が盛んに行われている。
　例えば、皮膚の老化を防止し、張りや艶を維持するために、女性ホルモンの一種である
エストロゲン及びコラーゲンに着目し、エストロゲン様作用剤、コラーゲン産生促進剤と
してハス胚芽エキスを含む美容用食品や皮膚化粧料が提案されている（特許文献１）。
　また、ストレスが肌の老化を促進することが経験的に知られている。すなわち、生理現
象のみならず、物理的ストレスや心理的ストレスにより、つや、透明感、張り等の肌状態
が変化することが経験的に知られている。それに対し、例えば、皮膚が受ける酸化的スト
レスに着目し、透明感の向上についての研究がなされている（特許文献２）。他にも、機
能性食品や化粧品等による肌状態改善も提案されている（特許文献３）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－０２９９８０号公報
【特許文献２】特開２０１２－４１２７６号公報
【特許文献３】特開２００２－６８９９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　肌には外界からの影響を防ぐため、物質、細菌等の侵入を防ぐバリア機能がある。その
ため、肌改善に有効な物質を経皮的に適用しても十分な効果が得られない場合があり、有
効な物質を効率的に皮膚内に届ける技術が求められている。また、有効成分により、経皮
吸収性を向上させる技術は異なる。
　本発明は、ハスエキスを有効成分とし、肌の透明感や柔らかさを改善する経皮投与用組
成物を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明者らは、ハスエキスについて研究を進め、ハスエキスがIII型コラーゲンの産生
量について影響を及ぼすことを見出した。
　そして、当該知見をもとに、ハスエキスを含有する経皮投与用組成物により、肌の透明
感や柔らかさが向上することに想到した。
　さらに、ハスエキスと特定の油性成分を組み合わせることにより、肌の透明感や柔らか
さが格段に向上することに想到した。
【０００６】
　すなわち、本発明は以下の通りである。
［１］　（Ａ）ハスエキスと、（Ｂ）ジペンタエリスリトールと脂肪酸とのエステル化反
応生成物と、を含む経皮投与用組成物。
［２］　前記（Ａ）ハスエキスがハス胚芽エキスである、［１］に記載の経皮投与用組成
物。
［３］　前記脂肪酸がラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、ベヘン
酸、オレイン酸、リノール酸、リノレイン酸、リチノレイン酸、イソステアリン酸、及び
１２－ヒドロキシステアリン酸からなる群から選択される１種である、［１］又は［２］
に記載の経皮投与用組成物。
［４］　前記脂肪酸がイソステアリン酸、又は１２－ヒドロキシステアリン酸である、［
１］～［３］のいずれかに記載の経皮投与用組成物。
［５］　前記（Ｂ）エステル化反応生成物がトリポリヒドロキシステアリン酸ジペンタエ
リスリチルである、［１］～［４］のいずれかに記載の経皮投与用組成物。
［６］　化粧料（ただし、医薬部外品を含む）である、［１］～［５］のいずれかに記載
の経皮投与用組成物。
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【発明の効果】
【０００７】
　本発明により、肌の透明感や柔らかさを改善することができる経皮投与用組成物が提供
される。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の経皮投与用組成物と比較例の化粧料の使用前後の肌の明るさを示すグラ
フである。
【図２】本発明の経皮投与用組成物と比較例の化粧料の使用前後の肌の黄味を示すグラフ
である。
【図３】本発明の経皮投与用組成物と比較例の化粧料の使用前後の肌の弾力を示すグラフ
である。
【図４】本発明の経皮投与用組成物と比較例の化粧料の使用前後の肌の柔らかさを示すグ
ラフである。
【図５】本発明の経皮投与用組成物と比較例の化粧料の使用前後の肌の柔らかさを示すグ
ラフである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明を実施形態に即して詳細に説明する。ただし、本発明は本明細書に明示的
又は黙示的に記載された実施形態に限定されるものではない。
【００１０】
　本発明の経皮投与用組成物は、（Ａ）ハスエキスと、（Ｂ）ジペンタエリスリトールと
脂肪酸とのエステル化反応生成物と、を含む。
【００１１】
　従来から、ハスは食用され、また、ハスエキスとして経皮的又は経口的に投与されるこ
とにより、皮膚の保湿性を高めたり、コラーゲンの産生を促進したりする効果を期待され
ている。
　本発明は、ハスエキスと真皮線維芽細胞におけるIII型コラーゲン産生量の関係を見出
し、さらに、（Ａ）ハスエキスと特定の油剤（Ｂ）ジペンタエリスリトールと脂肪酸との
エステル化反応生成物と組み合わせることにより、真皮線維芽細胞中のIII型コラーゲン
量の産生量を増加させ、肌の透明感と柔らかさを飛躍的に向上させることができる組成物
を達成したものである。
【００１２】
　以下、本発明の組成物を構成する各成分について説明する。
【００１３】
（Ａ）ハスエキス
　本発明の組成物は、（Ａ）ハスエキスを含有する。
【００１４】
　本発明においてハスエキスとは、スイレン科に属するハス属のＮｅｌｕｍｂｏｎｕｃｉ
ｆｅｒａの抽出物をいう。
　本発明のハスエキスの抽出部位は、ハスの植物体の任意の部分を使用することができる
。例えば、地下茎（レンコン）、茎部、葉部、根、花穂、花蕾、種子等又はこれらの組合
せが挙げられるが、これらに限定されるものではない。III型コラーゲン産生量の観点か
ら、好ましくは、ハスの種子、さらに好ましくはハスの種子の胚芽である。
　ハスエキスの抽出物は、抽出物自体のみならず、抽出物の画分、精製した画分、抽出物
乃至は画分、精製物の溶媒除去物の総称を意味するものとし、自生若しくは生育された植
物、漢方生薬原料等として販売されるものを用いた抽出物、市販されている抽出物等が挙
げられる。
　抽出操作は、予め抽出部位を粉砕あるいは細切して抽出効率を向上させることが好まし
い。抽出溶媒としては、水、メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール、ブタノ
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ール等のアルコール類、１，３－ブタンジオール、ポリプロピレングリコール等の多価ア
ルコール類、アセトン、メチルエチルケトン等のケトン類、ジエチルエーテル、テトラヒ
ドロフラン等のエーテル類等の極性溶媒から選択される１種乃至は２種以上が好適なもの
として例示することができる。具体的な抽出方法としては、例えば、抽出に用いる部位乃
至はその乾燥物１質量に対して、溶媒を１～９９質量部加え、室温であれば数日間、沸点
付近の温度であれば数時間浸漬し、室温まで冷却した後、所望により不溶物及び／又は溶
媒除去し、カラムクロマトグラフィー等で分画精製する方法が挙げられる。
　また、市販されているハスエキスを用いることもできる。市販品のハスエキス抽出物と
しては、ハス胚芽エキスパウダーＭＦ（丸善製薬株式会社製）等を用いることができる。
　本発明においては、極性溶媒による抽出物をろ過後、又は市販品をカラムクロマトグラ
フィーにて分画精製し、有効成分濃度を高め、用いることが好ましい。
【００１５】
（Ｂ）ジペンタエリスリトールと脂肪酸とのエステル化反応生成物
　本発明の組成物は、（Ｂ）ジペンタエリスリトールと脂肪酸とのエステル化反応生成物
を含む。本発明の組成物は（Ｂ）特定のエステル化反応生成物を含有することにより、（
Ａ）ハスエキスによる肌の透明感、柔らかさ向上の効果が格段に高められる。
　ジペンタエリスリトールと脂肪酸とのエステル化反応生成物は、経皮投与用組成物とし
て調製する場合、溶解性、安定性や粘度等の製剤上の問題が生じる場合がある。本発明の
実施の態様においては、（Ａ）ハスエキスと組み合せることにより、このような問題を生
じることなく、安定した経皮投与組成物を実現した。
【００１６】
　本発明の（Ｂ）エステル化反応生成物は、ジペンタエリスリトールと脂肪酸とをエステ
ル化して得られる反応生成物である。
　ジペンタエリスリトールと脂肪酸とをエステル化して得られる反応生成物を構成する脂
肪酸としては、通常化粧料で使用されている脂肪酸であれば特段の限定無く使用すること
ができ、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、ベヘン酸、オレイン
酸、リノール酸、リノレイン酸、リチノレイン酸、イソステアリン酸、１２－ヒドロキス
テアリン酸等が好ましく、中でも、イソステアリン酸、１２－ヒドロキシステアリン酸が
より好ましく、１２－ヒドロキシステアリン酸が特に好ましい。かかるジペンタエリスリ
トールと脂肪酸とをエステル化して得られる反応生成物には市販されているものが存し、
かかる市販品を購入し利用することが出来る。この様な市販品としては、例えば、日清オ
イリオ株式会社より販売されている、「コスモール１６８ＥＶ」「サラコスＷＯ－６」が
好ましく例示できる。
【００１７】
＜本発明の組成物＞
　本発明の組成物の製造は、（Ａ）ハスエキス、（Ｂ）ジペンタエリスリトールと脂肪酸
とをエステル化して得られる反応生成物を組成物に配合するステップを含み、常法に従っ
てこれらの成分を処理・配合することにより、行うことができる。本発明の組成物におけ
る（Ａ）ハスエキスと（Ｂ）ジペンタエリスリトールと脂肪酸とをエステル化して得られ
る反応生成物の含有量は、肌の透明性、柔らかさ向上の観点から、（Ａ）ハスエキス（質
量部）：（Ｂ）エステル化反応生成物（質量部）が１：５以上が好ましく、１：１０以上
がより好ましい。また、１：１００以下が好ましい。
【００１８】
　組成物としては、化粧料、医薬部外品、医薬品等が好適に例示でき、日常的に使用でき
ることから、化粧料、医薬部外品がより好ましい。
【００１９】
　本発明の経皮投与用組成物中における、（Ａ）ハスエキスの含有量（配合量）は、肌の
透明感や柔らかさ向上の観点から、通常、０．００００１質量％以上、好ましくは０．０
００１質量％以上、より好ましくは０．００１質量％以上であり、組成物の処方の自由度
の観点から、通常１０質量％以下、好ましくは５質量％以下である。
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【００２０】
　本発明の経皮投与用組成物中における、（Ｂ）ジペンタエリスリトールと脂肪酸とのエ
ステル化反応生成物の含有量は、０．１質量％以上が好ましく、０．５質量％以上がより
好ましい。また、１０質量％以下が好ましい。この範囲の含有量とすることで、処方の自
由度を損なうことなく、（Ａ）ハスエキスの透明感、柔らかさの効果を相乗的に発揮する
ことができる。
【００２１】
　組成物の製造に際しては、化粧料、医薬部外品、医薬品等の製剤化で通常使用される成
分を、それぞれの用途に応じて、適宜含有させることができる。
【００２２】
　化粧料に適用される場合、通常化粧料に使用される成分を広く配合することが可能であ
り、また、その剤形や用途についても、何ら限定されない。以下、化粧料に適用される場
合、化粧料中に含有させることができる成分について説明する。例えば、炭化水素類、エ
ステル類、トリグリセライド類、脂肪酸、高級アルコール等の通常の油性成分、アニオン
界面活性剤類、両性界面活性剤類、カチオン界面活性剤類、非イオン界面活性剤類等の界
面活性剤、多価アルコール類、増粘・ゲル化剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、色剤、防腐
剤、粉体等を任意に配合することができる。有効成分としては、美白成分、シワ改善成分
、抗炎症成分、動植物由来の抽出物等が挙げられる。
【００２３】
　美白成分としては、一般的に化粧料に用いられているものであれば特に限定はない。例
えば、４－ｎ－ブチルレゾルシノール、アスコルビン酸グルコシド、３－О－エチルアス
コルビン酸、トラネキサム酸、アルブチン、１－トリフェニルメチルピペリジン、１－ト
リフェニルメチルピロリジン、２－（トリフェニルメチルオキシ）エタノール、２－（ト
リフェニルメチルアミノ）エタノール、２－（トリフェニルメチルオキシ）エチルアミン
、トリフェニルメチルアミン、トリフェニルメタノール、トリフェニルメタン及びアミノ
ジフェニルメタン、Ｎ－（ｐ－トルイル）システイン酸、Ｎ－（ｐ－メトキシベンゾイル
）システイン酸等が挙げられる。更にその他の美白成分として、Ｎ－ベンゾイル－セリン
、Ｎ－（ｐ－メチルベンゾイル）セリン、Ｎ－（ｐ－エチルベンゾイル）セリン、Ｎ－（
ｐ－メトキシベンゾイル）セリン、Ｎ－（ｐ－フルオロベンゾイル）セリン、Ｎ－（ｐ－
トリフルオロメチルベンゾイル）セリン、Ｎ－（２－ナフトイル）セリン、Ｎ－（４－フ
ェニルベンゾイル）セリン、Ｎ－（ｐ－メチルベンゾイル）セリン　メチルエステル、Ｎ
－（ｐ－メチルベンゾイル）セリン　エチルエステル、Ｎ－（２－ナフトイル）セリン　
メチルエステル、Ｎ－ベンゾイル－Ｏ－メチルセリン、Ｎ－（ｐ－メチルベンゾイル）－
Ｏ－メチルセリン、Ｎ－（ｐ－メチルベンゾイル）－Ｏ－アセチルセリン、Ｎ－（２－ナ
フトイル）－Ｏ－メチルセリン等があげられる。
　これらの美白成分は、既に市販されているものもあれば、合成により入手することもで
きる。例えば、３－О－エチルアスコルビン酸は、特開平８－１３４０５５号公報に記載
の公知の方法で合成することが出来る。市販品（日本精化製「ＶＣエチル」）もあるので
、これらを入手して使用することが可能である。１－トリフェニルメチルピペリジン、１
－トリフェニルメチルピロリジン、２－（トリフェニルメチルオキシ）エタノール、２－
（トリフェニルメチルアミノ）エタノール、２－（トリフェニルメチルオキシ）エチルア
ミン、トリフェニルメチルアミン、トリフェニルメタノール、トリフェニルメタン、アミ
ノジフェニルメタンは特許文献ＷＯ２０１０／０７４０５２号パンフレットに、Ｎ－（ｏ
－トルオイル）システイン酸、Ｎ－（ｍ－トルオイル）システイン酸、Ｎ－（ｐ－トルオ
イル）システイン酸、Ｎ－（ｐ－メトキシベンゾイル）システイン酸、Ｎ－（４－フェニ
ルベンゾイル）システイン酸、Ｎ－（ｐ－トルオイル）ホモシステイン酸、はＷＯ２０１
１／０８７００６号パンフレットに、Ｎ－ベンゾイル－セリン、Ｎ－（ｐ－メチルベンゾ
イル）セリン、Ｎ－（ｐ－エチルベンゾイル）セリン、Ｎ－（ｐ－メトキシベンゾイル）
セリン、Ｎ－（ｐ－フルオロベンゾイル）セリン、Ｎ－（ｐ－トリフルオロメチルベンゾ
イル）セリン、Ｎ－（２－ナフトイル）セリン、Ｎ－（４－フェニルベンゾイル）セリン



(6) JP 6346491 B2 2018.6.20

10

20

30

40

50

、Ｎ－（ｐ－メチルベンゾイル）セリン　メチルエステル、Ｎ－（ｐ－メチルベンゾイル
）セリン　エチルエステル、Ｎ－（２－ナフトイル）セリン　メチルエステル、Ｎ－ベン
ゾイル－Ｏ－メチルセリン、Ｎ－（ｐ－メチルベンゾイル）－Ｏ－メチルセリン、Ｎ－（
ｐ－メチルベンゾイル）－Ｏ－アセチルセリン、Ｎ－（２－ナフトイル）－Ｏ－メチルセ
リン等はＷＯ２０１１／０７４６４３号パンフレットに、それぞれその合成方法が公開さ
れているので、該開示に従い合成することができる。
　化粧料における美白成分の含有量は、通常０．０１～３０質量％であり、０．１～１０
質量％が好ましく、１～５質量％がより好ましい。
【００２４】
　本発明の組成物には、シワ改善成分を含有することができる。シワ改善成分としては、
一般的に化粧料に用いられているものであれば特に限定はない。例えば、ビタミンＡ又は
その誘導体であるレチノール、レチナール、レチノイン酸、トレチノイン、イソトレチノ
イン、レチノイン酸トコフェロール、パルミチン酸レチノール、酢酸レチノールや、ウル
ソール酸ベンジルエステル、ウルソール酸リン酸エステル、ベツリン酸ベンジルエステル
、ベンジル酸リン酸エステルが挙げられる。化粧料におけるシワ改善成分の含有量は、通
常０．０１～３０質量％であり、０．１～１０質量％が好ましく、１～５質量％がより好
ましい。
【００２５】
　動植物由来の抽出物としては、一般的に医薬品、化粧料、食品等に用いられているもの
であれば特に限定はない。動植物由来の抽出物は、動物又は植物由来の抽出物自体のみな
らず、抽出物の画分、精製した画分、抽出物乃至は画分、精製物の溶媒除去物の総称を意
味するものとし、植物由来の抽出物は、自生若しくは生育された植物、漢方生薬原料等と
して販売されるものを用いた抽出物、市販されている抽出物等が挙げられる。例えば、ア
ケビエキス、アスナロエキス、アスパラガスエキス、アボガドエキス、アマチャエキス、
アーモンドエキス、アルニカエキス、アロエエキス、アロニアエキス、アンズエキス、イ
チョウエキス、インドキノエキス、ウイキョウエキス、ウドエキス、エイジツエキス、エ
ゾウコギエキス、エンメイソウエキス、オウゴンエキス、オウバクエキス、オウレンエキ
ス、オタネニンジンエキス、オトギリソウエキス、オドリコソウエキス、オレンジエキス
、カキョクエキス、カッコンエキス、カモミラエキス、カロットエキス、カワラヨモギエ
キス、カンゾウエキス、キウイエキス、キューカンバーエキス、グアバエキス、クジンエ
キス、クチナシエキス、クマザサエキス、クララエキス、クルミエキス、グレープフルー
ツエキス、黒米エキス、クロレラエキス、クワエキス、ケイケットウエキス、ゲットウヨ
ウエキス、ゲンチアナエキス、ゲンノショウコエキス、紅茶エキス、ゴボウエキス、コメ
エキス、コメ発酵エキス、コメヌカ発酵エキス、コメ胚芽油、コケモモエキス、サルビア
エキス、サボンソウエキス、ササエキス、サンザシエキス、サンシャエキス、サンショウ
エキス、シイタケエキス、ジオウエキス、シコンエキス、シソエキス、シナノキエキス、
シモツケソウエキス、シャクヤクエキス、ショウキョウエキス、ショウブ根エキス、シラ
カバエキス、スギナエキス、ステビアエキス、ステビア発酵物、セイヨウキズタエキス、
セイヨウサンザシエキス、セイヨウニワトコエキス、セイヨウノコギリソウエキス、セイ
ヨウハッカエキス、セージエキス、ゼニアオイエキス、センキュウエキス、センブリエキ
ス、ソウハクヒエキス、ダイオウエキス、ダイズエキス、タイソウエキス、タイムエキス
、タンポポエキス、茶エキス、チョウジエキス、チンピエキス、甜茶エキス、トウガラシ
エキス、トウキエキス、トウキンセンカエキス、トウニンエキス、トウヒエキス、ドクダ
ミエキス、トマトエキス、納豆エキス、ニンジンエキス、ニンニクエキス、ノバラエキス
、ハイビスカスエキス、バクモンドウエキス、パセリエキス、バーチエキス、ハマメリス
エキス、ヒキオコシエキス、ヒノキエキス、ビワエキス、フキタンポポエキス、フキノト
ウエキス、ブクリョウエキス、ブッチャーブルームエキス、ブドウエキス、ブドウ種子エ
キス、ヘチマエキス、ベニバナエキス、ペパーミントエキス、ボダイジュエキス、ボタン
エキス、ホップエキス、マツエキス、マロニエエキス、ミズバショウエキス、ムクロジエ
キス、メリッサエキス、モズクエキス、モモエキス、ヤグルマギクエキス、ユーカリエキ
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ス、ユキノシタエキス、ユズエキス、ユリエキス、ヨクイニンエキス、ヨモギエキス、ラ
ベンダーエキス、緑茶エキス、リンゴエキス、ルイボス茶エキス、レイシエキス、レタス
エキス、レモンエキス、レンギョウエキス、レンゲソウエキス、ローズエキス、ローズマ
リーエキス、ローマカミツレエキス、ローヤルゼリーエキス、ワレモコウエキス等のエキ
スが好ましいものとして挙げられる。上記のエキスは１種を含有させてもよく、２種以上
を含有させてもよい。化粧料中における動植物由来抽出物の含有量は、通常０．０１～３
０質量％であり、０．１～１０質量％が好ましく、１～５質量％がより好ましい。
【００２６】
　抗炎症成分としては、クラリノン、グラブリジン、グリチルリチン酸、グリチルレチン
酸、パントテニルアルコール等が挙げられ、好ましくは、グリチルリチン酸及びその塩、
グリチルレチン酸アルキル及びその塩、並びに、グリチルレチン酸及びその塩である。
　化粧料中における抗炎症成分の含有量は、通常０．０１～３０質量％であり、０．１～
１０質量％が好ましく、１～５質量％がより好ましい。
【００２７】
　（Ｂ）ジペンタエリスリトールと脂肪酸とのエステル化反応生成物以外の通常の油性成
分としては、極性油、揮発性炭化水素油等が挙げられる。
　極性油としては、合成エステル油として、ミリスチン酸イソプロピル、オクタン酸セチ
ル、ミリスチン酸オクチルドデシル、パルミチン酸イソプロピル、ステアリン酸ブチル、
ラウリン酸ヘキシル、ミリスチン酸ミリスチル、オレイン酸デシル、オレイン酸オクチル
ドデシル、ジメチルオクタン酸ヘキシルデシル、乳酸セチル、乳酸ミリスチル、酢酸ラノ
リン、ステアリン酸イソセチル、イソステアリン酸イソセチル、１２－ヒドロキシステア
リル酸コレステリル、ジ－２－エチルヘキシル酸エチレングリコール、モノイソステアリ
ン酸Ｎ－アルキルグリコール、ジカプリン酸ネオペンチルグリコール、リンゴ酸ジイソス
テアリル、ジ－２－ヘプチルウンデカン酸グリセリン、トリ－２－エチルヘキシル酸トリ
メチロールプロパン、トリイソステアリン酸トリメチロールプロパン、テトラ－２－エチ
ルヘキシル酸ペンタンエリスリトール、トリ－２－エチルヘキシル酸グリセリン、トリイ
ソステアリン酸トリメチロールプロパンを挙げることができる。
【００２８】
　さらに、セチル２－エチルヘキサノエート、２－エチルヘキシルパルミテート、トリミ
リスチン酸グリセリン、トリ－２－ヘプチルウンデカン酸グリセライド、ヒマシ油脂肪酸
メチルエステル、オレイン酸オイル、セトステアリルアルコール、オレイルアルコール、
ステアリルアルコール、オクチルドデカノール、アセトグリセライド、パルミチン酸２－
ヘプチルウンデシル、アジピン酸ジイソブチル、Ｎ－ラウロイル－Ｌ－グルタミン酸－２
－オクチルドデシルエステル、アジピン酸ジ－２－ヘプチルウンデシル、エチルラウレー
ト、セバチン酸ジ－２－エチルヘキシル、ミリスチン酸２－ヘキシルデシル、パルミチン
酸２－ヘキシルデシル、アジピン酸２－ヘキシルデシル、セバチン酸ジイソプロピル、コ
ハク酸２－エチルヘキシル、酢酸エチル、酢酸ブチル、酢酸アミル、クエン酸トリエチル
、オクチルメトキシシンナメート等も挙げられる。
【００２９】
　また、天然油として、アボガド油、アマニ油、エノ油、オリーブ油、カヤ油、牛脂、ゴ
マ油、小麦胚芽油、コメヌカ油、サザンカ油、サフラワー油、スクワラン、大豆油、茶実
油、ツバキ油、シナギリ油、タートル油、ナタネ油、トウモロコシ油、胚芽油、パーシッ
ク油、ヒマシ油、ホホバ油、日本キリ油、マカデミアナッツ油、ミンク油、綿実油、椰子
油、落花生油、卵黄油、カルナウバワックス、トリグリセリン、トリオクタン酸グリセリ
ン、トリイソパルミチン酸グリセリン等が挙げられる。
【００３０】
　炭化水素油としては、例えば、直鎖状又は分岐状の炭化水素油が挙げられ、揮発性の炭
化水素油であっても不揮発性の炭化水素油であってもよい。炭化水素油の具体例としては
、合成スクワラン、植物性スクワラン、スクワレン、流動イソパラフィン、軽質イソパラ
フィン、水添ポリイソブテン、イソドデカン、ステアリン酸、軽質流動イソパラフィン、
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イソヘキサデカン、流動パラフィン、プリスタン、α－オレフィンオリゴマー、オゾケラ
イト、セレシン、パラフィン、パラフィンワックス、ポリエチレンワックス、ポリエチレ
ン・ポリプロピレンワックス、（エチレン／プロピレン／スチレン）コポリマー、（ブチ
レン／プロピレン／スチレン）コポリマー、ポリイソブチレン、マイクロクリスタリンワ
ックス、ワセリン等が挙げられる。
【００３１】
　本発明の組成物に含有させる油性成分の量は、その適用する剤形により異なるが、例え
ば、化粧料全体の０．１～９０質量％が好ましく、０．５～９０質量％が好ましい。
【００３２】
　界面活性剤としては、脂肪酸セッケン（ラウリン酸ナトリウム、パルミチン酸ナトリウ
ム等）、ラウリル硫酸カリウム、アルキル硫酸トリエタノールアミンエーテル、スルホコ
ハク酸エステルやポリオキシエチレンアルキル硫酸ナトリウム等のアニオン界面活性剤類
、塩化ステアリルトリメチルアンモニウム、塩化ベンザルコニウム、ラウリルアミンオキ
サイド、ジアルキルアンモニウム塩等のカチオン界面活性剤類、ベタイン系界面活性剤（
アルキルベタイン、アミドベタイン、スルホベタイン等）、イミダゾリン系両性界面活性
剤（２－ココイル－２－イミダゾリニウムヒドロキサイド－１－カルボキシエチロキシ２
ナトリウム塩等）、アシルメチルタウリン等の両性界面活性剤類、ソルビタン脂肪酸エス
テル類（ソルビタンモノステアレート、セスキオレイン酸ソルビタン等） 、グリセリン
脂肪酸類（モノステアリン酸グリセリン等）、プロピレングリコール脂肪酸エステル類（
モノステアリン酸プロピレングリコール等）、硬化ヒマシ油誘導体、グリセリンアルキル
エーテル、ＰＯＥソルビタン脂肪酸エステル類（ＰＯＥソルビタンモノオレエート、モノ
ステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン等）、ＰＯＥソルビット脂肪酸エステル類（
ＰＯＥ－ソルビットモノラウレート等）、ＰＯＥグリセリン脂肪酸エステル類（ＰＯＥ－
グリセリンモノイソステアレート等）、ＰＯＥ脂肪酸エステル類（ポリエチレングリコー
ルモノオレート、ＰＯＥジステアレート等） 、ＰＯＥアルキルエーテル類（ＰＯＥ２－
オクチルドデシルエーテル等）、ＰＯＥアルキルフェニルエーテル類（ＰＯＥノニルフェ
ニルエーテル等）、プルロニック型類、ＰＯＥ・ＰＯＰアルキルエーテル類（ＰＯＥ・Ｐ
ＯＰ２－デシルテトラデシルエーテル等）、テトロニック類、ＰＯＥヒマシ油・硬化ヒマ
シ油誘導体（ＰＯＥヒマシ油、ＰＯＥ硬化ヒマシ油等）、ショ糖脂肪酸エステル、アルキ
ルグルコシド等の非イオン界面活性剤類、等が挙げられる。
【００３３】
　多価アルコールとしては、ポリエチレングリコール、グリセリン、１，３－ブタンジオ
ール、エリスリトール、ソルビトール、キシリトール、マルチトール、プロピレングリコ
ール、ジプロピレングリコール、ジグリセリン、イソプレングリコール、１，２－ペンタ
ンジオール、２，４－ヘキシレングリコール、１，２－ヘキサンジオール、１，２－オク
タンジオール等が挙げられる。
【００３４】
　増粘剤としては、グアガム、クインスシード、カラギーナン、ガラクタン、アラビアガ
ム、ペクチン、マンナン、デンプン、キサンタンガム、カードラン、メチルセルロース、
ヒドロキシエチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、メチルヒドロキシプロピル
セルロース、コンドロイチン硫酸、デルマタン硫酸、グリコーゲン、ヘパラン硫酸、ヒア
ルロン酸、ヒアルロン酸ナトリウム、トラガントガム、ケラタン硫酸、コンドロイチン、
ムコイチン硫酸、ヒドロキシエチルグアガム、カルボキシメチルグアガム、デキストラン
、ケラト硫酸、ローカストビーンガム、サクシノグルカン、カロニン酸，キチン、キトサ
ン、カルボキシメチルキチン、寒天、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、カ
ルボキシビニルポリマー、アルキル変性カルボキシビニルポリマー、ポリアクリル酸ナト
リウム、ポリエチレングリコール、ベントナイト等が挙げられる。
【００３５】
　粉体類としては、表面を処理されていても良い、マイカ、タルク、カオリン、合成雲母
、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、無水ケイ酸（シリカ）、酸化アルミニウム、硫酸
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化コバルト、群青、紺青、酸化チタン、酸化亜鉛の無機顔料類、表面を処理されていても
良い、雲母チタン、魚燐箔、オキシ塩化ビスマス等のパール剤類、レーキ化されていても
良い赤色２０２号、赤色２２８号、赤色２２６号、黄色４号、青色４０４号、黄色５号、
赤色５０５号、赤色２３０号、赤色２２３号、橙色２０１号、赤色２１３号、黄色２０４
号、黄色２０３号、青色１号、緑色２０１号、紫色２０１号、赤色２０４号等の有機色素
類、ポリエチレン末、ポリメタクリル酸メチル、ナイロン粉末、オルガノポリシロキサン
エラストマー等の有機粉体類が挙げられる。
【００３６】
　紫外線吸収剤としては、パラアミノ安息香酸系紫外線吸収剤、アントラニル酸系紫外線
吸収剤、サリチル酸系紫外線吸収剤、桂皮酸系紫外線吸収剤、ベンゾフェノン系紫外線吸
収剤、糖系紫外線吸収剤、２－（２'－ヒドロキシ－５'－ｔ－オクチルフェニル)ベンゾ
トリアゾール、４－メトキシ－４'－ｔ－ブチルジベンゾイルメタン等の紫外線吸収剤類
等が挙げられる。
【００３７】
　また、化粧料として適用される場合の剤型は、通常知られているローション剤形、乳液
剤形、エッセンス剤形、クリーム剤形、粉体含有剤形の何れをも取ることが出来るが、ハ
スエキス及び油性成分の配合量を高めることが出来るクリーム剤型が好ましい。
【実施例】
【００３８】
　以下、本発明を実施例により更に詳細に説明するが、本発明は、その要旨を超えない限
り、以下の実施例に限定されるものではない。
【００３９】
＜製造例１： 精製ハス胚芽エキス＞
　以下の手順に従い、精製ハス胚芽エキスを調製した。即ち、ハス胚芽エキスをメタノー
ルにて抽出し、ろ過後、溶媒を留去した。酢酸エチルと水を同量ずつ加え、液体－液体分
配を実施後、水層のみを取り出し、ダイヤイオンＨＰ２０（三菱化学株式会社製）にて、
非吸着画分を採取し、精製ハス胚芽エキスとした。
【００４０】
＜実施例１： 本発明の経皮投与用組成物である化粧料（クリーム）の製造＞
　以下の手順に従い、本発明の経皮投与用組成物（化粧料）を調製した。
　即ち、表１の処方成分（イ）及び（ロ）を７０℃にて、それぞれ加熱溶解し、処方成分
（イ）に（ロ）を撹拌しながら加え、室温まで冷却し、本発明の経皮投与用組成物（化粧
料１）を得た。
　尚、化粧料１は試験例で使用した3か月間においても安定性等の製剤的問題なく使用で
きることが確認された。
【００４１】
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【表１】

【００４２】
＜試験例１：肌状態改善の評価＞
　実施例１のクリームを平均年齢４２．５歳の被験者１７名（女性、年齢層３６～４９歳
）に、１日２回、連日３か月間使用してもらい、塗布前、３か月間塗布後の肌の明るさ、
黄味、弾力、柔らかさを測定した。また、実施例１のサラコスＷＯ－６を水に置換したク
リームを比較例１として調製し、実施例１のクリームと同様に、肌の明るさ、黄味、弾力
、柔らかさを測定した。実施例１及び比較例１はそれぞれ同一被験者の半顔に塗布し、上
記の項目を測定した。
【００４３】
＜試験例１－１：肌の透明感の評価＞
　肌の透明感としては、頬部を色彩色差計(コニカミノルタ株式会社社製　ＣＲ-４００)
にて、明るさＬ＊と黄味ｂ＊を３回測定し、平均値を取得した。結果を図１、２に示す。
図１、２から、本発明の経皮投与用組成物含有化粧料を３か月間塗布後には、比較例のク
リームを塗布した場合に比べ、肌の明度が高くなり、黄味が低下し、肌の透明感が改善さ
れたことがわかる。
【００４４】
＜試験例１－２：肌の弾力の評価＞
　肌の弾力としては、頬部の弾力を皮膚粘弾性測定装置（Ｃｏｕｒａｇｅ＋Ｋｈａｚａｋ
ａ社製　ｃｕｔｏｍｅｔｅｒ　ＭＰＡ５８０）を用いて測定した。吸引圧４００ｍｂａｒ
にて２秒間吸引、２秒間開放の１サイクルで得られた波形データから、戻り率（Ｕｒ／Ｕ
ｆ：メーカパラメータＲ７）を取得した。結果を図３に示す。Ｕｒ／Ｕｆは、弾力性部分
を完全な波形（弾力性１００％）と比較した値であって、この値が高い程、肌の弾力が高
いことを示す。図３から、本発明の経皮投与用組成物（化粧料）を３か月間塗布後には、
比較例のクリームに比べ、肌の弾力が改善されたことがわかる。
【００４５】
＜試験例１－３：肌の柔らかさの評価＞
　肌の柔らかさとして、頬部を触覚センサシステム（株式会社アクシム製　ビーナストロ
ン）にて、往路の２ｇ、５ｇ荷重時の周波数変化（Δｆ）を測定した。結果を図４、５に
示す。縦軸の周波数変化Δｆ［Ｈｚ］は、値が大きいほど、肌が柔らかいということを示
している。図４、５から、本発明の経皮投与用組成物剤（化粧料）を３か月間塗布後には
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、比較例のクリームに比べ、２ｇ荷重時、５ｇ荷重時それぞれにおいて、Δｆは塗布前に
比較して顕著に高くなり、肌の柔らかさが改善されたことがわかる。
【産業上の利用可能性】
【００４６】
　本発明の経皮投与用組成物により、肌の透明性、柔らかさが改善できる組成物が提供さ
れる。また、本発明により新たなアプローチによる肌の透明性、柔らかさ改善用の化粧料
が提供されるため、産業上非常に有用である。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】
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